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1･　 現在われわれが着用している和服の基 盤は，その

源流を江戸時代に求 めるこ とがで きる。江戸幕府体制下

四民の生活は，武家諸法度をはじ めとす る多数 の法令 に

より厳重な規制を受け，それは四民 の着 用す る衣服 にま

で及 んだ。事情は地方諸藩におい ても同 様であ ると思 わ

れ ，

う

ここでは池 田藩 におけ る衣服規制の実態を跡づけよ

とし た。

2.　まず池 田藩 におけ る法令を中心に検討 ナることと

し， 岡山藩法集「衣 服」の項にのせられたものをとり上

げた。

3.　池 田藩 制265 年 に41 回の多 きにわたって，衣 服

の規制がなされており， それは武士 に対 するものが最も

多 いが， 百姓，町民 に対 するものもある。規制の内容と

しては衣服材料が 中 心 と なっている。 その変化をみる

と，寛 文時代は絹，木 綿と繊維名で現われているが， 時

代を経るにつ れ複雑 な織物名になっていることは，服 飾

の進歩を裏付け興味深いものがある。 その他， 衣服の形

式 ，染 色，付属品にまで及んでいる。また法令に現われ

た服飾の変化は，その根底に社会的，経済的要因を含ん

でいることを推測させるにじ ゅぶ んであ る。

この ような状況下 に お い て，着衣の本能は衣服の形

式，材料，図柄等に変化を与え限 りない服飾 の発展をも

たらせてお り，進んでその実態を探 る必要 があ る。


